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(57)【要約】
【解決手段】製油所ガソリン流に含まれているベンゼンをアルキル化する方法が記載され
、この方法では、製油所ガソリン流が、アルキル化条件下にあるアルキル化反応ゾーンに
おいて１つ以上のＣ２～Ｃ５オレフィンを含むアルキル化剤と接触されて、アルキル化さ
れた流出物が製造される。当該アルキル化反応ゾーンは、少なくとも第１のアルキル化反
応段階および第２のアルキル化反応段階を含み、アルキル化反応ゾーンへの供給原料全体
中のアルキル化可能芳香族とアルキル化剤とのモル比は１未満であるけれども、第１およ
び第２のアルキル化反応段階のそれぞれの入口におけるアルキル化可能芳香族とアルキル
化剤とのモル比が少なくとも１．０であるように、アルキル化剤の部分が第１および第２
のアルキル化反応段階のそれぞれに供給される。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　製油所ガソリン流に含まれているベンゼンをアルキル化する方法であって、
前記製油所ガソリン流を、アルキル化条件下にあるアルキル化反応ゾーンにおいて１つ以
上のＣ２～Ｃ５オレフィンを含むアルキル化剤と接触させてアルキル化された流出物を製
造する工程を含み、前記アルキル化反応ゾーンが少なくとも第１のアルキル化反応段階お
よび第２のアルキル化反応段階を含み、前期アルキル化反応ゾーンへの供給原料全体中の
アルキル化可能芳香族と前期アルキル化剤とのモル比は１未満であるけれども、前記第１
および第２のアルキル化反応段階のそれぞれの入口におけるアルキル化可能芳香族とアル
キル化剤とのモル比が少なくとも１であるように、前記アルキル化剤の部分が前記第１お
よび第２のアルキル化反応段階のそれぞれに供給される、方法。
【請求項２】
　前記第１および第２のアルキル化反応段階のそれぞれの入口におけるアルキル化可能芳
香族とアルキル化剤とのモル比が、約１．０～約２．０である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記アルキル化された流出物が、前記第１および第２のアルキル化反応段階のいずれに
もリサイクルされることなく、前記アルキル化反応ゾーンから取り出される、請求項１に
記載の方法。
【請求項４】
　前記製油所ガソリン流が、改質油または軽質ナフサである、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記アルキル化剤がプロピレンである、請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　前記製油所ガソリン流が、少なくとも１０重量％のベンゼンを含んでいる、請求項1に
記載の方法。
【請求項７】
　前記アルキル化された流出物が、１体積％未満のベンゼンを含んでいる、請求項1に記
載の方法。
【請求項８】
　前記アルキル化された流出物が、０．６２体積％未満のベンゼンを含んでいる、請求項
1に記載の方法。
【請求項９】
　前記アルキル化された流出物が、１,３,５－トリイソプロピルベンゼンの沸点よりも高
い沸点を有する化合物を２体積％以下、含んでいる、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記アルキル化反応が、前記第１および第２のアルキル化反応段階のそれぞれにおいて
ＭＷＷゼオライトを含む触媒上で生じる、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記製油所ガソリン流が、前記接触の間、実質的に液相である、請求項１に記載の方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はガソリンのベンゼン含有量を低減する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ベンゼンは、環境に有害であると考えられている。その結果、米国カリフォルニア州お
よび米国環境保護庁は、ガソリン中に存在し得るベンゼンの量を制限する規則を制定した
。２０１１年１月から施行された米国ＭＳＡＴ－２(移動発生源による大気有害物質)規則
は、ガソリン中のこの年平均ベンゼン含有量を０．６２体積％以下に低減することを要求
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している。
【０００３】
　ガソリンのベンゼン含有量を低減するための１つの公知の手段は、低級オレフィンを用
いてベンゼンを選択的にアルキル化することである。たとえば、Ｈｏｌｔｅｒｍａｎｎら
による米国特許第５，１４９，８９４号（特許文献１）は、ガソリンブレンド基材中のベ
ンゼンをアルキル化ベンゼンに転化する方法を記載している。この方法は、ゼオライト、
すなわちＳＳＺ－２５を含有する触媒の存在下にベンゼン含有ガソリンブレンド基材をＣ
２～Ｃ４オレフィン流と接触させて、低減されたベンゼン含有量を有するアルキル化軽質
炭化水素流を製造することに関する。
【０００４】
　Ｃｈｅｎｇらによる米国特許第５，５４５，７８８号（特許文献２）は、改質油のアル
キル化によってガソリン中のベンゼンの実質的な部分を除去することによる、環境に、よ
り適したガソリンの製造方法を記載している。この方法は、ゼオライト触媒、すなわちＭ
ＣＭ－４９上で低い温度で軽質オレフィン供給原料を使用するアルキル化に関する。
【０００５】
　Ｕｍａｎｓｋｙらによる米国特許第７，４７６，７７４号（特許文献３）は、エチレン
およびプロピレンを含む軽質オレフィンが、製油所オフガスから、たとえば接触分解装置
からの製油所オフガスから、軽質芳香族流、たとえばベンゼンおよび他の単環芳香族化合
物を含んでいる改質油中へと抽出され、次にこの軽質芳香族が該軽質オレフィンと反応し
て、アルキル芳香族を含んでいるガソリン沸点範囲の製品が製造される方法を記載してい
る。このアルキル化反応は、固定触媒床を使用して、ＭＷＷファミリーのゼオライトの構
成員、たとえばＭＣＭ－２２を好ましくは含む触媒によって液相で実施される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第５，１４９，８９４号明細書
【特許文献２】米国特許第５，５４５，７８８号明細書
【特許文献３】米国特許第７，４７６，７７４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、ガソリン中のベンゼン含有量の制限に加えて、現在施行されている規則は残留
物の含有量を制限しており、この残留物は、ガソリン沸点範囲の外にある沸点を有する重
質炭化水素成分から成る。自動車火花点火エンジン燃料（ＡＳＴＭ Ｄ４８１４）の米国
標準規格は、ガソリン製品中の残留物（重質物）が２体積％以下であることを要求してい
る。ベンゼンの規制が、より厳格になるにつれて、重質物の限度量を満たすことがますま
す問題になっている。というのは、ガソリン中のベンゼンをアルキル化するのに使用され
る軽質オレフィンは、望ましくない競争反応、たとえばオレフィンのオリゴマー化を引き
起こして、たとえばＣ６～Ｃ８オレフィンを生成するからである。引き続いて起きる芳香
族のアルキル化反応は、典型的なガソリン沸点範囲の外にある沸点を有する重質物成分の
生成をもたらす。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に従うと、ベンゼン含有ガソリン流、たとえば改質油または軽質ナフサをオレフ
ィンアルキル化剤によってアルキル化する際の重質成分の望ましくない生成が、このアル
キル化反応を少なくとも２段階で行ない、各段階への供給原料中のアルキル化可能芳香族
化合物とアルキル化剤とのモル比が少なくとも１．０であるように、オレフィン供給原料
を両段階間で分配することによって、低減されることができることがここに見出された。
【０００９】
　１つの側面では、本発明は、製油所ガソリン流に含まれているベンゼンをアルキル化す
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る方法に関し、この方法は、当該製油所ガソリン流を、アルキル化条件下にあるアルキル
化反応ゾーンにおいて１つ以上のＣ２～Ｃ５オレフィンを含むアルキル化剤と接触させて
、アルキル化された流出物を製造する工程を含み、当該アルキル化反応ゾーンが少なくと
も第１のアルキル化反応段階および第２のアルキル化反応段階を含み、アルキル化反応ゾ
ーンへの供給原料全体中のアルキル化可能芳香族とアルキル化剤とのモル比は１未満であ
るけれども、当該第１および第２のアルキル化反応段階のそれぞれの入口におけるアルキ
ル化可能芳香族とアルキル化剤とのモル比が少なくとも１、たとえば約１．０～約２．０
であるように、当該アルキル化剤の部分が当該第１および第２のアルキル化反応段階のそ
れぞれに供給される方法である。
【００１０】
　このアルキル化反応ゾーンからのアルキル化された流出物は、第１および第２のアルキ
ル化反応段階のいずれにもリサイクルされることなく、該アルキル化反応ゾーンから取り
出されることができる。
【００１１】
　製油所ガソリン流は、たとえば改質油または軽質ナフサであることができる。アルキル
化剤は、たとえばプロピレンであることができる。
【００１２】
　製油所ガソリン流は、少なくとも１０重量％のベンゼンを含んでいることができる。上
記の反応ゾーンからの流出物は、１体積％未満のベンゼン、たとえば０．６２体積％未満
のベンゼンを含んでいることができる。
【００１３】
　該反応ゾーンからのアルキル化された流出物は、１,３,５－トリイソプロピルベンゼン
の沸点よりも高い沸点を有する化合物を２体積％以下、含んでいることができる。
【００１４】
　当該第１および第２のアルキル化反応段階のそれぞれにおけるアルキル化反応は、ＭＷ
Ｗゼオライトを含む触媒上で生じることができる。
【００１５】
　製油所ガソリン流は、該アルキル化反応ゾーンにおいてアルキル化剤と接触する間、実
質的に液相であることができる。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　ベンゼン含有量を減少させるためにアルキル化されることができる製油所流は、ベンゼ
ンおよびアルキルベンゼンを含んでいる流を含む。このような流の例は、改質油およびナ
フサの流、とりわけ（典型的には約４０℃～約１５０℃の範囲の沸点を有する）軽質ナフ
サ流を含む。製油所流のブレンド物もアルキル化されることができる。
【００１７】
　改質油は、その高い芳香族含有量に起因する高いオクタン価を有する。しかし、環境へ
の配慮からガソリン製品中に低いベンゼン含有量（１体積％以下）が要求されるところで
は、改質油中のベンゼンが高濃度、たとえば４～６重量％であることは、ブレンド成分と
しての改質油の有用性を制限することがある。改質油中のベンゼン含有量を低減するため
の様々な努力、たとえば選択的水素化、高温度流動床ＭＢＲ法およびメタノールによる改
質油のアルキル化は、すべて、Ｃ５＋非芳香族化合物の望ましくない分解に付随して起き
るオクタンの損失や全液体製品の損失という問題を抱えている。
【００１８】
　本発明は、ベンゼン含有改質油およびその他の製油所流が本発明の方法によって処理さ
れて、アルキル化によってベンゼン含有量が低減される方法に関する。ベンゼンより高沸
点の芳香族、たとえばキシレンの望ましくないアルキル化は、最小限にされることができ
る。
【００１９】
　本発明で用いられる触媒は、ＭＷＷの構成員のファミリーのゼオライトを含んでいるこ
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とができる。ＭＷＷファミリーのゼオライトは米国特許第７，４７６，７７４号（特許文
献３）に記載されている。
【００２０】
　本発明で使用される好適なアルキル化剤の例は、オレフィン、たとえばエチレン、プロ
ピレン、ブテンおよびペンテンである。軽質オレフィンの混合物は、本発明のアルキル化
方法におけるアルキル化剤としてとりわけ有用である。したがって、多種多様な製油所流
の主要成分であるエチレン、プロピレン、ブテンおよび／またはペンテンの混合物は、本
発明における有用なアルキル化剤であり、これらの多種多様な製油所流には、たとえばエ
チレン・プロピレン等を含有する燃料ガス・ガスプラントオフガス、軽質オレフィンを含
有するナフサ・クラッカーオフガス、製油所ＦＣＣのプロパン/プロピレン流、およびＦ
ＣＣオフガス等がある。アルキル化剤として使用するのに適したオレフィン含有流の例示
物の組成は、たとえば米国特許第７，４７６，７７４号（特許文献３）に記載されている
。 
【００２１】
　本発明のアルキル化方法は、有機反応物質、すなわちアルキル化可能芳香族化合物とア
ルキル化剤とが、直列に接続された少なくとも第１のアルキル化反応段階および第２のア
ルキル化反応段階を含む適当な反応ゾーンにおいてゼオライト触媒組成物と接触されるよ
うに実施される。たとえば、このアルキル化方法は、この触媒組成物の第１および第２の
固定床を備えている流通式反応器中で実施されることができる。アルキル化剤の等量であ
る部分が各反応段階に供給され、他方、すべてのガソリン供給原料は第１のアルキル化段
階に供給される。このように、本発明のプロセスへの全供給原料中の、アルキル化可能芳
香族とアルキル化剤とのモル比は１未満であるけれども、第１および第２のアルキル化反
応段階のそれぞれの入口におけるアルキル化可能芳香族とアルキル化剤とのモル比は少な
くとも１．０、たとえば１～２である。
【００２２】
　本発明のアルキル化方法は典型的には、約０℃～約５００℃、たとえば約５０℃～約２
５０℃の温度、約０．２～約２５０気圧、たとえば約１～約２５気圧の圧力、０．１時－

１～5００時－１、たとえば０．５時－１～１００時－１の供給原料重量時空間速度（Ｗ
ＨＳＶ）を含む条件の下で実施される。このＷＨＳＶは活性触媒（および存在する場合に
はバインダー）の全重量に基づくものである。
【００２３】
　反応物質は、気相もしくは液相で、または液相と気相との混相であることができる。反
応物質は無垢、すなわち他の物質が意図的に付加混合されていないものもしくは他の物質
で意図的に希釈されていないものであることができ、または反応物質はキャリアガスもし
くは希釈剤、たとえば水素もしくは窒素に同伴されてゼオライト触媒組成物と接触される
ことができる。
触媒システム
【００２４】
　本発明の方法のアルキル化に使用される触媒系は、好ましくはＭＷＷファミリーのゼオ
ライトに基づいたものである。というのは、軽質オレフィン、とりわけプロピレンを用い
た所望の芳香族アルキル化反応に対して、これらの触媒は優れた活性を示すからである。
しかしながら、このアルキル化に他のモレキュラーシーブ触媒、たとえば製油所ベンゼン
とプロピレンとから石油化学用クメンを製造するために米国特許第３，７５５，４８３号
および第４，３９３，２６２号に記載されたＺＳＭ-１２に基づいた触媒を、または米国
特許第４，８９１，４５８号に記載されたベータゼオライトに基づいた触媒を使用するこ
とも可能であり、これらの触媒のすべてはプロピレンによる軽質芳香族のアルキル化に活
性を有することが報告されている。
ＭＷＷゼオライト
【００２５】
　ＭＷＷファミリーのゼオライト物質は、特有であり興味深い触媒特性を示す特徴的な骨
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格構造を有するものとして認められている。ＭＷＷのトポロジーは２つの独立した細孔系
からなる。すなわち、シヌソイド１０員環［１０ＭＲ］の二次元通路があり、これは１０
ＭＲの窓を通して互いに接続された１２ＭＲのスーパーケージから成る第２の二次元細孔
系によって互いに分離されている。ＭＷＷ骨格構造の結晶系は六方晶系であり、分子は、
ゼオライト中を［１００］方向に沿って拡散する。すなわち、細孔間にはｃ軸方向に沿っ
た連通は存在しない。ＭＷＷタイプのゼオライトの六方晶系の板状結晶においては、この
結晶は、ｃ軸方向に沿って比較的小さい単位数から形成され、その結果、触媒活性のほと
んどは、コップ状の空隙の形態をした結晶の外側表面上に位置する活性点によるものであ
る。このファミリーのある構成員、たとえばＭＣＭ－２２の内部構造においては、コップ
状の空隙は一緒に結合して、スーパーケージを形成する。ＭＣＭ－２２ファミリーのゼオ
ライトは、Ｓｃｉｅｎｃｅ誌、第２６４巻、１９１０～１９１３頁［１９９４年］におけ
るＬｅｏｎｏｖｉｃｚらによる最初の発表、および同ファミリーは、多数のゼオライト物
質、たとえばＰＳＨ－３、ＭＣＭ－２２、ＭＣＭ－４９、ＭＣＭ－５６、ＳＳＺ－２５、
ＥＲＢ－１、ＩＴＱ－１等を含む（Ｌｏｂｏら、ＡＩＣｈＥ年次総会、１９９９年、論文
２９２Ｊ）というその後の認識以来、顕著な科学上の注目を集めた。
【００２６】
　ＭＣＭ－２２ファミリーの様々な構成員間の関係は、多くの刊行物に記載されている。
このファミリーの重要な構成員は、ＭＣＭ－２２、ＭＣＭ－３６、ＭＣＭ－４９およびＭ
ＣＭ－５６である。シリカ、アルミナ、ナトリウムの供給源および有機テンプレートとし
てのヘキサメチレンイミンを含む混合物から最初に合成されると、最初の合成混合物のシ
リカ：アルミナ比に応じて、最初の生成物はＭＣＭ－２２前駆体またはＭＣＭ－５６とな
る。シリカ：アルミナ比が２０より大きいと、Ｈで結合され垂直に整列した層を含むＭＣ
Ｍ－２２前駆体が製造され、他方、これよりも低いシリカ：アルミナ比では、ランダムに
配向した非結合性の層のＭＣＭ－５６が製造される。これらの物質は両方とも、柱状化剤
を用いることによって膨潤された物質へ転化されることができ、そして焼成すると、これ
は積層された柱状構造のＭＣＭ－３６に導かれる。合成されたままのＭＣＭ－２２前駆体
は、焼成によって直接、ＭＣＭ－２２に転化されることができ、これは、焼成されたＭＣ
Ｍ－４９、すなわちランダムに配向した合成されたままのＭＣＭ－５６の結晶化によって
得られる中間生成物と同一である。ＭＣＭ－４９においては、その層は、焼成されたＭＣ
Ｍ－２２／ＭＣＭ－４９物質に認められるのよりもわずかに大きい層間間隔をもって共有
結合によって結合されている。合成されたままのＭＣＭ－５６は、それ自体焼成されて、
焼成されたＭＣＭ－５６を生成することができ、これは、積層構造ではなくてランダムに
配向した構造を有する点で、焼成されたＭＣＭ－２２／ＭＣＭ－４９と、はっきり区別さ
れる。特許文献では、ＭＣＭ－２２は米国特許第４，９５４，３２５号とともに米国特許
第５，２５０，７７７号、第５，２８４，６４３号および第５，３８２，７４２号にも記
載され；ＭＣＭ－４９は米国特許第５，２３６，５７５号に記載され；ＭＣＭ－３６は米
国特許第５，２２９，３４１号に記載され；ＭＣＭ－５６は米国特許第５，３６２，６９
７号に記載されている。
【００２７】
　本発明の触媒系のＭＷＷ成分として使用するのが好ましいゼオライト物質はＭＣＭ－２
２である。このＭＣＭ－２２は、新たに、すなわち、触媒として以前に使用されていない
ものが使用されてもよいし、あるいはその代わりに、再生されたＭＣＭ－２２が使用され
てもよいことが見出されている。再生されたＭＣＭ－２２は、それを用いるのが適切であ
ると知られている触媒プロセスのいずれかに使用された後に使用されるものでもよいが、
本発明の縮合プロセスにおいて極めて有効であることが見出された再生されたＭＣＭ－２
２の一形態は、アルキル化およびトランスアルキル化のような反応を通常、使用して、エ
チルベンゼンまたはクメンのような芳香族を製造するためにすでに使用されたＭＣＭ－２
２である。クメン製造（アルキル化）方法は米国特許第４，９９２，６０６号（Ｋｕｓｈ
ｎｅｒｉｃｋら）に記載されている。エチルベンゼン製造方法は米国特許第３，７５１，
５０４号（Ｋｅｏｗｎ）、米国特許第４，５４７，６０５号（Ｋｒｅｓｇｅ）および米国
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特許第４，０１６，２１８号（Ｈａａｇ）に記載されている。米国特許第４，９６２，２
５６号、第４，９９２，６０６号、第４，９５４，６６３号、第５，００１，２９５号お
よび第５，０４３，５０１号は、ＭＷＷゼオライト、たとえばＰＳＨ－３またはＭＣＭ－
２２を含む触媒上で様々なアルキル化剤を用いて芳香族化合物をアルキル化することを記
載している。米国特許第５，３３４，７９５号は、ＭＣＭ－２２によるエチルベンゼンの
液相合成を記載している。
【００２８】
　ＭＣＭ－２２触媒は、芳香族の製造方法に触媒として使用された後に、他のゼオライト
触媒について使用されるのと同じような慣用の空気酸化技術によって再生されることがで
きる。
触媒マトリクス
【００２９】
　ゼオライト成分に加えて、本発明の触媒は、触媒に適度な強度を与えるとともに触媒中
に所望の多孔特性を与えるために、通常、マトリクス物質またはバインダーを含有する。
しかし、高活性触媒は、適当な押出技術、たとえば米国特許第４，９０８，１２０号に記
載されたような押出技術を使用することによって、バインダーを含んでいない形態で賦形
されてもよい。マトリクス物質が使用されるときは、好適には、アルミナ、シリカ、シリ
カアルミナ、チタニア、ジルコニアおよびモレキュラーシーブ触媒の賦形に普通に使用さ
れる他の無機酸化物物質を含む。本発明の方法に使用する場合、マトリクスを含んで仕上
げられた触媒中のゼオライト、たとえばＭＣＭ－２２またはＺＳＭ－５型（中程度の細孔
径）のゼオライトの含有量は、典型的には２０～７０重量％、ほとんどの場合に２５～６
５重量％である。マトリクス含有触媒の製造において、活性成分は典型的にはマトリクス
物質と、該触媒と該マトリクスとの水性懸濁物を使用して混練され、その後、該活性成分
および該マトリクスは、所望の形状、たとえば円柱、中空円柱、三葉形、四葉形等に押出
される。押出を容易にし、最終触媒物質の強度を増加しおよびその他の望ましい固相特性
を付与するために、クレーのようなバインダー物質が混練中に添加されてもよい。クレー
の量は通常、全仕上げ触媒の１０重量％を超えない。バインダーなしの（またはその代わ
りに、自己結合性の）触媒は、米国特許第４，５８２，８１５号に記載された押出方法に
よって好適に製造される。当該方法およびその使用によって得られる押出製品を記載する
ものとして、当該特許が参照として取り込まれる。そこに記載された方法は、高い拘束強
度を有する押出物が従来の押出装置で製造されることを可能にし、したがって、この方法
はシリカ含有量の多い触媒を製造するのに適している。この触媒は、０．２５～１０重量
％の塩基性物質、たとえば水酸化ナトリウムの存在下にゼオライトを水とともに混練して
２５～７５重量％の固形分量とすることによって製造される。さらなる詳細については、
米国特許第４，５８２，８１５号が参照される。
[比較例１]
【００３０】
　ベンゼン含有合成改質油流のプロピレンによるアルキル化が、固定床単流反応器で実施
された。反応器には固定床アルキル化触媒が装填された。合成改質油供給原料はベンゼン
１５％、トルエン４％およびｎ－ヘプタン８１％を含み、毎時１００グラムの流量で反応
器に導入され、反応器は２００℃の反応温度まで加熱され、その後プロピレン投入物が導
入された。反応器の圧力はこの反応混合物の蒸気圧よりも高く保たれて、液相操作である
ことを確実にした。反応器の実績が、３つの異なるプロピレン投入速度で評価された。そ
の結果が表１に示され、そこには該投入速度が１Ａ、１Ｂおよび１Ｃとして示されている
。
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【表１】

【００３１】
　表１に示されたように、反応器流出物中のベンゼン含有量は、プロピレン投入量が増加
するとともに減少した。しかし、流出物中の重質物含有量も、プロピレン投入量が増加す
るとともに増加し、ベンゼン含有量が目標の０．６２体積％に達する前に、２体積％を超
えてしまった。重質物含有量は、１,３,５－トリイソプロピルベンゼンよりも高い沸点を
有するすべての化合物を含む。したがって、この反応器系は高いベンゼン転化率と低い重
質物生成量との両方を同時に達成することができず、また、反応器流出物を分留して過剰
のベンゼンおよび／または重質物を除去することなく、０．６２体積％未満のベンゼン含
有量と２体積％未満の蒸留残留物との両方の規格を満たすガソリン製品を生産することが
できなかった。
【実施例１】
【００３２】
　比較例１の第１の反応器の下流に直列に、第２の反応器が接続された。改質油供給原料
が、比較例１と同じプロピレン投入物の第１の部分とともに第１の反応器に供給された。
第１の反応器からの流出物が、プロピレン投入物の第１の部分と等量である第２の部分と
一緒に第２の反応器に供給された。比較例１に記載されたのと同じ合成改質油供給原料は
、毎時１００グラムの流量で第１の反応器に導入され、プロピレン投入物が導入される前
に、両反応器は２００℃の反応温度まで加熱された。反応器の圧力は反応混合物の蒸気圧
よりも高く保たれて、液相操作であることを確実にした。反応器の実績が、３つの異なる
プロピレン投入速度で評価され、このプロピレン投入物は２つの反応器間で平等に分配さ
れた。その結果が表２に示され、そこには該投入速度が２Ａ、２Ｂおよび２Ｃとして示さ
れている。
【表２】

【００３３】
合成改質油供給原料はすべて両方の反応器を通り抜け、他方、プロピレン供給原料は２つ
の反応器間で平等に分配され、そして第１の反応器中では完全に消費されるので、２つの
反応器のそれぞれの入口における芳香族とプロピレンとの比は、供給原料全体についての
比の２倍であった。表２に示されたように、比較例１に示されたのと同じように、プロピ
レン投入量が増加するとともに、反応器流出物中のベンゼン含有量は減少し、かつ重質物
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含有量は増加した。しかし、この実施例におけるベンゼン含有量は、重質物含有量が２体
積％の限度を超える前に、所望の０．６２体積％未満の含有量に到達した。したがって、
この実施例で使用された２つの反応器の系は、高いベンゼン転化率と低い重質物生成量の
両方を同時に達成することができることを示し、また、反応器流出物を分留して過剰のベ
ンゼンおよび／または重質物を除去することなく、０．６２体積％未満のベンゼン含有量
と２体積％未満の蒸留残留物との両方の規格を満たすガソリン製品を製造した。比較例１
とこの実施例の結果を比較すると、反応器入口の芳香族とプロピレンとの（Ａ／Ｐ）モル
比が、重質物の生成量に影響を及ぼす大きな要因であることが分かる。Ａ／Ｐ比が低下す
るにつれて、ますます多くのプロピレンがオリゴマー化し、そして分解する。その間、こ
れらのオリゴマーは、ベンゼンおよびアルキル化ベンゼンと反応して、重質物を生成する
。反応器入口の芳香族とプロピレンとの比を制御することによって、その結果としてプロ
ピレンのオリゴマー化反応および重質物の生成を抑制することができる。
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